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三条市農業委員会総会議事録 

日  時  平成３１年４月２６日 午前９時３０分 

場  所  三条市役所 本庁舎４階全員協議会室 

 

会議に付した議題 

     議第 １号 農用地利用集積計画の承認について 

     議第 ２号 農用地利用配分計画（案）に対する意見について 

     議第 ３号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

     議第 ４号 事業計画変更申請について 

     議第 ５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

     議第 ６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

     議第 ７号 耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」の判断について 

     議第 ８号 三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について 

 

報告事項 

     報第 １号 第３調査部会の調査結果報告について 

     報第 ２号 農地法第１８条第６項の規定による解除通知について 

     報第 ３号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解除通知について 

     報第 ４号 農地潰廃通報について 

     報第 ５号 作付変更届について 

     報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について 

     報第 ７号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について 

       

農業委員出席委員 １７名 

       １番 野 﨑 文 夫 委員   ２番 阿 部 眞佐雄 委員 

       ３番 小 川 弘 樹 委員   ４番 渡 邊 勝 夫 委員 

       ５番 田 邉 敦 子 委員   ６番 三 師 満 夫 委員 

       ７番 五十嵐 秀 一 委員   ８番 小 林 茂 宏 委員 

      １０番 原 田  勝  委員  １１番 渡 邉 一 英 委員  

      １３番 清 野 秀 作 委員  １４番 佐 藤 秀 樹 委員 

      １５番 佐 藤 一 富 委員  １６番 藤 田 吉 則 委員 

      １７番 熊 倉  睦  委員  １８番 田 邉  稔  委員 

      １９番 佐 藤 裕 雄 委員 

 

農業委員欠席委員 ２名 

       ９番 坂 井 浩 行 委員  １２番 廣 川 哲 也 委員 
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推進委員出席委員 １８名 

        飯 塚 栄三千 委員   稲 田  守  委員 

        井 上 利 弥 委員   内 山  清  委員 

        内 山 敏 雄 委員   大 桃 伸 之 委員 

        刈 屋 一 夫 委員   蒲 澤 利 嗣 委員 

        蒲 澤  正  委員   北 澤 正 之 委員 

        桒 原 一 郎 委員    捧  幸 伸 委員 

        長谷川 淨 二 委員   原 田 孝 一 委員 

        松 岡 博 一 委員   吉 田 精 一 委員 

        吉 田  昇  委員   渡 邉  正  委員 

 

推進委員欠席委員  ０名 

       

職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   清 水  学 

経営基盤係係長   早 川  実 

経営基盤係主事   赤 塚 由 依 

臨 時 職 員   渡 辺 真 耶 

 

午前９時３０分 開会及び開議 

 

議長（野﨑会長） 

それでは時間になりましたので定例総会を開会いたします。 

最初に出席状況をお知らせいたします。農業委員定員１９名のところ、現在員１９名、

出席１７名、欠席２名で会議は成立いたします。 

これより会議に入ります。 

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。４番渡

邊勝夫委員、１６番、藤田吉則委員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、早速議事に入ります。 

議第１号『農地用利用集積計画の承認について』を議題といたします。 

事務局説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

議第１号説明の前に大変申し訳ございませんが、議案の訂正のお願いと、お詫びを申し

上げたいと思います。 

お手元に配布をさせていただきました、議第６号、正誤表を合わせてご覧いただきたい

と思います。 

議案２２ページ議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見に

ついて』の７番でありますが、譲渡人・貸付人の欄が単独名義で記載されておりましたが、

正しくは１筆が○○○○さん、○○○○さん、それぞれ持分２分の１と、もう１筆が、○
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○○○さんでありますので正誤表のとおり訂正お願いたします。大変申し訳ございませ

んでした。 

それでは改めまして、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明いたしま

す。 

最初に所有権移転にかかる案件につきましてご説明をいたします。１ページをご覧願

います。 

今月の申請は４件で、合計８，２７２㎡であります。 

なお、いずれも先ほど開催をされました、農地銀行運営委員会であっせん委員よりご報

告をいただいた案件であります。 

１番は楢山地内の農地３筆３，６４０㎡をあっせんによる売買により取得したいもの

であります。価格は１０ａ当たり○○○万円であります。 

２番は楢山地内の農地 1 筆５３１㎡あっせんによる売買により取得したいものであり

ます。価格は１０ａ当たり○○○万円であります。 

３番及び４番は、代官島地内の農地３筆２，０３９㎡と、荻島地内の農地２筆２，０６

２㎡をあっせんにより譲り受け人、譲り渡し人が双方の交換により取得するものであり

ます。 

２ページをお願いいたします。 

続きまして、利用権設定にかかる案件につきましてご説明をいたします。 

１５ページをご覧願います。 

今月の申請は、新規設定３３件、面積１６万６０２．５２㎡、再設定３件、面積１万５，

８１７㎡、合計では３６件、面積１７万６，４１９．５２㎡であります。 

それでは、戻りまして、２ページの５番から順にご説明いたします。なお、利用権を設

定する者、受ける者、契約の種類、期間、及び１０ａ当たり賃借料につきましては記載の

通りですので、説明を省略させていただきます。 

５番から１３ページの３６番までの３２件は、相対でそれぞれ新規に利用権設定する

ものであります。 

５番は、西大崎一丁目地内の農地１筆２，０６２㎡。 

６番は、東大崎一丁目地内の農地１筆１，５６６㎡。 

７番は、東大崎一丁目地内外の農地計４筆５，１３３㎡。 

８番は、篭場地内の農地２筆９９０㎡。 

９番は、篭場地内の農地１筆９３１㎡。 

１０番は、篭場地内の農地５筆３，０６１㎡。 

１１番は、篭場地内の農地３筆１，８９９㎡。 

４ページをお願いいたします。 

１２番は、篭場地内外の農地計９筆７，５０７．６１㎡。 

１３番は、中新地内の農地４筆３，４８２㎡。 

１４番は、中新地内の農地７筆５，３４６㎡。 

１５番は、中新地内の農地９筆５，３７４㎡。 

１６番は、中新地内の農地５筆４，７３９㎡。 

６ページをお願いいたします。 
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１７番は、中新地内の農地５筆５，０２０㎡。 

１８番は、中新地内の農地４筆３，１８１㎡。 

１９番は、中新地内の農地５筆４，００１㎡。 

２０番は、中新地内の農地１筆９９０㎡。 

２１番は、飯田地内他の農地計８筆１万１，４９９．９１㎡。 

２２番は、蝶名林地内の農地４筆１万０，７１３㎡。 

８ページをお願いいたします。 

２３番は、荒沢地内の農地２筆３，２４３㎡。 

２４番は、荒沢地内の農地７筆８，０５０㎡。 

２５番は、荒沢地内の農地１４筆１万５，８０８㎡。 

２６番は、笹岡地内の農地２筆５，９１８㎡。 

２７番は、長沢地内の農地１筆１，８８８㎡。 

１０ページをお願いいたします。 

２８番は、葎谷地内の農地２筆１，２９３㎡。 

２９番は、鶴田二丁目地内の農地１筆２，００３㎡。 

３０番は、塚野目地内の農地２筆３，５２３㎡。 

３１番は、塚野目地内外の農地計６筆５，７５７㎡。 

３２番は、鶴田地内の農地３筆４，０４５㎡。 

３３番は、岩淵地内の農地２１筆８，７３７㎡。 

３４番は、笹巻地内の農地１筆７０２㎡。 

３５番は、楢山地内の農地１筆２，９４６㎡。 

３６番は、楢山地内の農地９筆１万５，１９８㎡。 

以上、３２件は、相対で新規にそれぞれ利用権を設定するものであります。 

次の３７番、鹿峠地内の農地２筆３，９９６㎡は農地中間管理事業に伴い、新潟県農林

公社が新規に利用権設定するものであります。 

次の３８番から１４ページの４０番での３件につきましては、再設定でありますので

説明省略させていただきます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

質疑に入る前に、先日調査部会で調査をいただいておりますので、その結果の報告をお

願いいたします。第３調査部会長は、会長代理の隣へ着席願います。 

２番、阿部眞佐雄委員、お願いいたします。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

それでは、第３調査部会の調査結果についてご報告いたします。 

第３調査部会では、４月２３日午前９時より、厚生福祉会館第２集会室において、  

野﨑会長、佐藤会長代理出席のもと、会議を開催いたしました。事務局より、議案説明、

日程説明を受け、全案件について意見決定を得て、午前１１時２７分に閉会いたしました。 
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ただいま意見を求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』は、

所有権移転４件、新規設定３３件、再設定３件、合計件数４０件、面積１８万４，６９１．

５２㎡です。書類審査及び事務局から詳細説明を受け、新潟県農林公社が利用権設定をす

る案件以外の３９件につきましては、いずれも農地の効率的利用、農作業に常時従事する

と認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしてお

り、また新潟県農林公社が利用権設定をする１件につきましても、いずれも農地中間管理

事業を推進し、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ることから、全件承認相当と

いたしました。以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方ご発言をお願いいたします。なお、委員の

質問等の発言につきましては、挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願

いいたします。 

３番、小川委員。 

 

３番（小川弘樹委員） 

３番小川でございます。 

議第１号の５番から２２番まで○○○○様が借り受けられるとのことですが、背景な

どお聞かせいただけますか。 

 

事務局（清水事務局長） 

この○○○○さんにつきましては、これまでも利用権設定しております。１０月頃に利

用権設定が切れる方について通知を差し上げていて、再設定のため更新をしてください

と通知を差し上げたのですが、お忘れになられていたようです。現実にはこの場所は○○

○○さんの分についてはこれまでも利用権設定をされていて、期限が切れていたところ

をあらためて新規設定させていただいたとのことでございます。 

その他の方につきましては、これまでご自身で対応されていたり、他の方にお願いして

いたりとありましたが、それができなくなってしまい、あらためて５月から新規設定して

ほしいと申し出がありましたので、よろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

 よろしいですか。 

 

３番（小川弘樹委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

議長（野﨑会長） 

１３番、清野委員。 
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１３番（清野秀作委員） 

今の問題の件ですが、経営面積が書いてありますが、それは変わりないということでし

ょうか。 

 

事務局（清水事務局長） 

今回、利用権設定を受けるものの、経営面積につきましては一度切れているので、今回

利用権設定をすると、この分の面積が加わるという形になります。 

以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

 よろしいですか。 

 

１３番（清野 

秀作委員） 

 はい。 

 

議長（野﨑会長） 

他にご意見はございませんか。 

ご発言がないようですので、お諮りいたします。 

議第１号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果の報告の通り、決するに異議

はございませんか。 

（『異議なし』の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、異議がないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、議第２号『農用地利用配布計画（案）に対する意見について』を議題とい

たします。 

事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは、議第２号『農用地利用配布計画（案）について』をご説明いたします。 

１６ページをご覧願います。 

今月意見を求められる案件は、新規設定１点、面積３，９９６㎡であります。 

一番左側の番号欄のカッコ内の記載しております番号は、先ほどご審議いただきまし

た議第１号『農地用利用集積計画の承認について』に対応する番号となります。なお、借

り受け人、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料、受け人の状況につきましては、記

載のとおりですので説明を省略させていただきます。 

１番は、鹿峠地内の農地２筆３，９９６㎡を、記載の借り受け人に新規に貸付を行いた
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いというものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

本件につきましても質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

２番阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

第２号『農用地利用配布計画（案）に対する意見について』は、新規設定１件、合計件

数１件、面積３，９９６㎡で、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図る観点から、

異議ないものと認めるという意見であります。 

以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方はご発言願います。 

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

議第２号につきましては、ただいま調査部会長の調査・結果報告の通り、決するにご意

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、議第２号『農用地利用配分計画（案）に対する意見について』は、農用地の

利用の効率化及び高度化を図る観点から、異議ないものと認めることで答申いたします。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題と

いたします。 

事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは、議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明をい

たします。 

１８ページをご覧願います。 

今月の申請は、８件で、合計面積１万０，５７４㎡であります。 

１７ページにお戻り願います。 

１番は、東本成寺地内の農地１筆９７６㎡を、譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は１０ａ当たり、約○○○万円であります。 

２番は直江町四丁目地内の農地１筆３３３㎡を、譲り受け人が経営規模の拡大を図る
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ため、売買により取得するものであります。価格は１０ａ当たり、○○○万円であります。 

３番は直江町四丁目地内の農地１筆３３３㎡を、譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は１０ａ当たり、○○○万円であります。 

４番は直江町四丁目地内の農地１筆３３３㎡を、譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は１０ａ当たり、○○○万円であります。 

５番は鶴田地内の農地２筆３，７３５㎡を、譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は１０ａ当たり、約○○○万円であります。 

１８ページをお願いいたします。 

６番は須戸新田地内の農地２筆３，９７３㎡を、譲り受け人が経営規模の拡大を図るた

め、売買により取得するものであります。価格は１０ａ当たり、約○○○万円であります。 

７番は尾崎地内の農地１筆５１５㎡を、譲り受け人が譲り渡し人の要望により、売買に

より取得するものであります。価格は１０ａ当たり、約○○○万円であります。 

８番は楢山地内の農地１筆３７６㎡を、譲り受け人が譲り渡し人の要望により、売買に

より取得するものであります。価格は１０ａ当たり、○○○万円であります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、本件についても調査部会の調査結果報告を願います。２番阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

議第３号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの８

件、合計件数８件、面積１万０，５７４㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を

受け、譲り受け人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件などを全て

満たしており、全件許可相当といたしました。 

以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言をお願いいたします。 

ご発言が無いようですので、お諮りをいたします。 

議第３号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり、決するにご異

議ございませんか。 

（「異議なしの声」あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

 続きまして、議第４号『事業計画変更申請について』を議題といたします。事務局説
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明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは議第４号『事業計画変更申請について』をご説明いたします。 

１９ページをご覧願います。 

今月の申請は２件で、合計面積６３２㎡であります。 

１番は東本成寺地内の農地１筆４００㎡を使用貸借権の設定により、住宅１棟及び駐

車場２台の用地として利用したいものであります。場所につきましては、総合福祉センタ

ー西側３００ｍ付近で、５００ｍ以内に２つの医療施設があり、かつ申請地南側市道に水

道・ガス管が埋設されていることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。なお、

本申請につきましては議第６号の１番で、地法第５条の許可申請がなされております。 

２番は計画変更のみの申請で、平成２２年１月１８日付で、農外収入の確保のために、

貸駐車場７台を整備する目的で許可を受けた、九之曽根地内の農地１筆２３２㎡につい

て、貸駐車場の計画がなくなったことから、今後他の耕作地と合わせ農地として利用した

いとするものであります。場所につきましては、国道８号栄荻島交差点南西１５０ｍ付近

の土地であります。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは本件についても、質疑の前に調査部会の調査結果をご報告願います。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

議第４号『事業計画変更申請について』は合計件数２件、面積６３２㎡で書類審査及び

現地確認結果などの詳細説明を受け、農地転用をともなう案件については立地基準及び

一般基準を満たしており、また、農地での利用を目的とする案件ついては現在行っている

農業経営の状況から問題ないものとして、いずれも承認相当といたしました。 

以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。ご発言のある方はご発言願います。 

３番、小川委員。 

 

３番（小川弘樹委員） 

２番にて、貸駐車場をということで転用を図っていたがその計画がなくなったので農

地に戻すということですが、もともと第１種農地で許可されたということでしょうか。 

 

事務局（清水事務局長） 

これにつきましては、平成２２年当時より前の昭和６２年だったと思うのですが、当時
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栄町の農業委員会が承認をし、県の方で許可をされた土地です。その土地を平成２２年に

今の方が農外収入の確保を図る、つまり、一度転用を受けた転用計画がなくなり、その時

に事業計画変更申請がなされたわけでございます。自分の方で農外収入の確保を図ると

いうため、おそらく昭和６２年当時の許可の要件については、昔は若干甘く、第１種農地

については第１種農地で変わりはないですが、周辺事業所の従業員の駐車場に貸し付け

るということで、出ていたものと考えておりますので、既存の施設の拡張に該当している

ということで、許可要件を満たし出されたものと考えております。今回事業計画にて借り

て下さる予定だったところは、どうしても借りられないこととなり農地に戻したいとい

うことで、申請人のほうは自作地９，３５２㎡で農業経営をおこなっておりますので経験

であったり、機械であったりといった面から見て、やむをえないものという判断を、事務

局としてはさせていただいたところでございます。 

以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

 よろしいですか。 

 

３番（小川弘樹委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

議長（野﨑会長） 

他にございませんか。 

 

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

議第４号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、異議ないものと認めます。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』を議題といたします。 

事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは、議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』

ご説明をいたします。 

２０ページをご覧願います。 

今月の申請は１件で、面積６３１㎡であります。 
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１番は下須頃地内の農地３筆６３１㎡をアパート１棟、物置１棟及び駐輪場の用地と

して利用したいものでございます。場所につきましては、国道８号上須頃南交差点北側３

５０ｍ付近で、都市計画用途地域の準工業地域内の農地であることから、農用地区分は第

３種農地と判断されます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、本件についても質疑の前に調査部会の調査結果の報告を願います。 

２番阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

議第５号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合計

件数１件、面積６３１㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及

び一般基準を満たしており、許可相当といたしました。なお、新潟県農業会議への諮問に

つきましては、不要と判断いたしました。 

以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。 

ご発言がないようですのでお諮りをいたします。 

議第５号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり、決するにご異

議ございませんか。 

 

議長（野﨑会長） 

（「異議なし」の声あり） 

それでは異議ないものと認め、許可することといたします。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』を議題といたします。 

事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは、議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』

ご説明いたします。 

２３ページをご覧願います。 

今月の申請は１５件で、合計面積２万３，５５７㎡であります。 

２１ページにお戻りをお願いいたします。 
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１番は先ほどご審議をいただきました、議第４号『事業計画変更申請について』の１番

でご説明させていただいた内容と同じでございますので、説明は省略させていただきま

す。 

２番は西裏館二丁目地内の農地１筆９５１㎡を売買により取得し、宅地分譲地４区画

の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は１㎡あたり約○○○円で

あります。場所につきましては、第三中学校南側１００ｍ付近で、都市計画用途地域の第

１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

３番は西裏館三丁目地内の農地２筆１，９６８㎡を、売買により取得し、宅地分譲地８

区画及び道路用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約

○○○円であります。場所につきましては、裏館小学校北西３００ｍ付近で、都市計画用

途地域の第１種低層住居専用地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と

判断されます。 

４番は西本成寺二丁目地内の農地１筆３３０㎡を売買により取得し、住宅１棟及び駐

車場３台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は１㎡当たり、約○

○○円であります。場所につきましては、国道８号直江町三丁目交差点東側５００ｍ付近

で、５００ｍ以内に２つの医療施設があり、かつ申請時北側市道に水道・ガス管が埋設さ

れていることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

５番は直江町二丁目地内の農地１筆１，１３７㎡を売買により取得し、宅地分譲地６区

画の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約○○○円

であります。場所につきましては、済生会三条病院南西３００ｍ付近で、都市計画用途地

域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

２２ページをお願いいたします。 

６番は曲渕三丁目地内の農地２筆１，０６５㎡を売買により取得し、アパート２棟及び

駐車場２６台の用地として利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり

約○○○円であります。場所につきましては、県立三条高等学校北側１００ｍ付近で、都

市計画用途地域の第１種住居地域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と

判断されます。 

７番は平成３０年１月の総会におきまして、農振農用区域からの除外について、やむを

得ないものとして認めた案件であります。塚野目地内の農地２筆２，０２２㎡を売買によ

り取得し、駐車場８０台の用地として利用したいのでございます。土地の売買価格は、１

㎡当たり約○○○円であります。場所につきましては、金属工業団地入口西側３５０ｍ付

近で、１０ヘクタール以上の集団農地であることから、農用地区分は第１種農地と判断さ

れます。なお、転用目的が既存施設の拡張で、既存施設の敷地面積の２分の１を超えない

転用であることから、第１種農地の不許可の例外に該当するものと判断されます。 

８番は柳場新田地内の農地１筆１３㎡を贈与により取得し、住宅敷地拡張の用地とし

て利用したいものであります。場所につきましては、主要地方道新潟・小須戸・三条線柳

場交差点南東１００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地

区分は第３種農地と判断されます。 

９番は西大崎二丁目地内の農地２筆２１４㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地と

して利用したいものでございます。土地の売買価格は、１㎡当たり約○○○円であります。
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場所につきましては、○○○○南東１００ｍ付近で、都市計画用途地域の第１種住居地域

内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

１０番は下保内地内の農地１筆３１６㎡を売買により取得し、住宅１棟の用地として

利用したいものであります。土地の売買価格は、１㎡当たり約○○○円であります。場所

につきましては、保内公園北東５００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内の農地である

ことから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

１１番は今井地内の農地２筆７７８㎡を売買により取得し、駐車場１７台及び通路の

用地として利用したいものであります。土地の売買価格は、１㎡当たり約○○○円であり

ます。場所につきましては、済生会三条病院西側５００ｍ付近で、住宅、業務施設などが    

連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

１２番は前谷内地内の農地１筆８０㎡を使用貸借権の設定により、住宅１棟の用地と

して利用したいものであります。場所につきましては、帯織駅南西５００ｍ付近で、住宅

等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。 

１３番は桑切地内の農地１筆２３㎡を贈与により取得し、南側既存雑種地３６㎡と一

体利用し、駐車場３台の用地として利用したいものであります。場所につきましては、下

田中学校南西３００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内農地であることから、農用地区

分は第３種農地と判断されます。 

１４番は島川原地内の農地９筆１万２，３１４㎡を賃貸借権の設定により、砂利採取た

め令和元年６月１日から令和３年２月２８日まで一時転用地として利用したいものでご

ざいます。場所につきましては、白山橋北東５００ｍ付近で、農振農用地区域内の農地で

あります。 

１５番は本年１月の総会におきまして、農振農用地区域の農業用施設用地として、軽微

変更はやむを得ないものとして認めた案件であります。南中地内の農地１筆１，９４６㎡

を賃貸借権の設定により西側既存山林１，１９０㎡を一体利用し、鶏舎３棟の用地として

利用したものでございます。場所につきましては、飯田小学校南東１，０００ｍ付近で、

農振農用地区域内の農地でありますが、転用目的が農地法第５条第２項のただし書きに

ある農業振興地域に関する法律第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定さ

れた用途に供するものであることから、農地転用の不許可の例外として該当するものと

判断されます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、本件についての質疑の前に、調査部会の調査結果をご報告願います。 

２番阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

議第６号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合計

件数１５件、面積２万３，５５７㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、

いずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。 
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なお、１４番を除き、新潟県農業会議への諮問につきましては、不要と判断いたました。 

以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、質疑に入ります。 

ご発言のある方はご発言を願います。 

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

議第６号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり、決するにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、異議ないものと認め、１４番を除く案件、合計１４件については許可するこ

ととし、１４番の案件については新潟県農業会議へ諮問し、答申があった後に許可といた

します。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、議第７号『耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」の判断につい

て』を議題といたします。 

事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは、議第７号『耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」の判断について』

ご説明いたします。 

２４ページをご覧願います。 

今月協議をお願いする案件は１件で、面積９２㎡であります。 

１番は笹岡地内の農地１筆９２㎡について、耕作放棄により、周囲が山林等からの直接

的な影響によって、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なため、非農地

としたいとするものであります。 

以上であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは本件についても質疑の前に、調査部会の調査結果を報告願います。 

２番阿部眞佐雄委員。 

 

第３調査部会長（２番阿部眞佐雄委員） 

議第７号『耕作放棄地に係る農地法第２条第１項の「農地」の判断について』は、合計

件数１件、面積９２㎡で、書類審査及び、現地確認結果などの詳細説明を受け、農地とし



15 

て継続して利用ができないと見込まれることから、農地法第２条第１項の「農地」に該当

しないものとして、非農地と判断いたしました。 

以上です。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは質疑に入ります。ご発言のある方は、ご発言願います。 

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。 

議第７号につきましては、ただいま調査部会長の調査結果報告のとおり、決するにご意

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは異議ないものと認めます。 

どうもありがとうございました。 

第３調査部会長は、自席にお戻りください。ご苦労さまでした。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、議第８号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』を議

題といたします。 

事務局、説明願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

それでは、議第８号『三条市食育推進及び農業振興審議会委員の推薦について』ご説明

をいたします。 

「議第８号参考」をご覧いただきたいと思います。 

本審議会は、三条市における食育の推進と農業の振興に関する基本的な事項及び重要

事項の調査及び審議をするために設置された組識であります。 

現在、１９番佐藤裕雄委員に審議会委員になっていただいているところでありますが、

任期が今年４月３０日に満了になることから、あらたに、委員１名の推薦依頼がまいって

いるところでございます。任期は２年間でございます。 

以上でございます。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

三条市食育推進及び、農業振興審議会委員１名については、いかがとりはからったらよ

いか、休息をして、自由な意見交換をお願いしたいと思います。 

しばらくの間休息いたします。 

（午前１０時２５分から午前１０時２７分まで休憩） 
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議長（野﨑会長） 

それでは、会議を再開いたします。休憩中の意見交換に基づき、「佐藤裕雄委員」が留

任することで、異議ございませんか？ 

（「異議なし」の声あり） 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、異議ないものと認め、１９番「佐藤裕雄委員」を推薦しますので、よろしく

お願いいたします。 

 

議長（野﨑会長） 

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。 

報第１号につきましては、ただいま議事の中で、報告いただいておりますので、省略をい

たします。 

 

議長（野﨑会長） 

それでは、報第２号から第７号まで、続けて事務局より報告を願います。 

 

事務局（清水事務局長） 

（別添報告書により説明） 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

それでは、報告の中でご質問がございましたら、ご発言をいただきたいと思います。 

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。 

 

議長（野﨑会長） 

続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。 

第１調査部会長、１１番、渡邉一英委員。 

 

第１調査部会長（１１番渡邉一英委員） 

来月は、第１調査部会の当番でございます。５月２４日、午前９時から、厚生会館第３

集会室で会議を開催いたします。関係委員は出席をお願いします。 

 

議長（野﨑会長） 

ありがとうございました。 

なお、来月の総会は、３１日、午前９時３０分に開会を予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

それでは、長時間に渡って、ご審議いただきましてありがとうございました。 

以上もちまして、定例総会を閉会いたします。 

午前１０時３０分 閉会 


